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ＬＰガス販売指針について 

１．電力および都市ガスの小売全面自由化に対応 
  して、お客様との信頼関係を強化し、ＬＰガスが 
  選ばれるエネルギーとなるため、取引の適正化 
  と料金の透明化を図る必要があります。 
 
２．そのため、業界の自主ルールである「ＬＰガス 
  販売指針」を平成２７年３月に改訂し、再度、周 
  知徹底を図っています。 
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  １．ＬＰガス販売指針（第３次改訂版）の概要 

  １．過去の経緯 
  ２．契約・解約時の注意事項 
  ３．消費配管・ガス機器等の取扱い 
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  １．５つの原則              
  ２．消費者選択の自由           
  ３．関係法令の遵守 
  ４．消費者からの苦情・相談への対応 

  １．勧誘・申込みの適正化 
  ２．勧誘時の注意事項・禁止事項等 
  ３．契約の締結 

第１章 総論＜ＬＰガス販売事業者が守るべき５つの原則＞ 

第２章 取引の適正化 第３章 消費配管・ガス機器等の貸付 

  １．解約の通知 
  ２．ＬＰガス料金等の清算 
  ３．供給設備等の撤去 

第４章 ＬＰガス販売事業者の変更 
  １．料金情報の提供と十分な説明 
  ２．価格の算定方法 
  ３．料金情報の積極的な提供 

第５章 料金の透明性の確保 



(1) ホームページへの掲載 
  全国ＬＰガス協会と各都道府県ＬＰガス協会のホームページに、  
「ＬＰガス販売指針」を掲載 
 
(2) 消費者団体への説明 
  希望のあったＮＡＣＳ様と全国消費生活相談員協会様に対して 
  説明会を開催 
 
(3) 都道府県ＬＰガス協会の役職員に対して研修会を開催 
 
(4) ＬＰガス販売事業者向け説明会の開催 
  都道府県ＬＰガス協会の本部・支部、青年部会・卸部会等で 
  開催。さらに、卸事業者の系列販売店会などでも開催 
  ①開  催  数 ： ２３０回（平成２８年２月末現在）   
  ②参加人数 ： 約２万名（平成２８年２月末現在） 
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    ２．ＬＰガス販売指針の周知徹底 



 

     ２－２．販売事業者向け説明会の開催状況 
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ＬＰガスお客様相談所に 
寄せられた相談について 

  都道府県ＬＰガス協会及び一般社団法人

全国ＬＰガス協会において、ＬＰガスお客様
相談所を設置しております。 
 平成２７年度第３四半期までに寄せられ
た相談につきまして、ご説明いたします。 
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相談事例等の 
情報提供 

(2)ブロック研修会と全国研修会 
  相談員の資質向上のために開催 
   ・相談事例の情報共有 
   ・相談対応の技術研修 
   ・各種法令の研修 

消 費 者 

ＬＰ事業者 
ＬＰガス 
お客様相談窓口 
    （４７都道府県協会 
     全Ｌ協の４８カ所） 
 

対応 

相談 

回答 

必要に応じて指導 

会員事業者 
（約２万社） 

    １．ＬＰガスお客様相談所 

情報提供 
  会報、講習会 

(1) 相談業務の流れ 



①都道府県ＬＰガス協会及び全国ＬＰガス協会の合計件数である。 

②平成２３年度をピークとして、近年、減少傾向にある。 

③平成２７年度は、第３四半期までで３，３３７件となっており、 

  前年度同期比３６６件減となっている。 
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    ２．相談件数の推移 

上段：相談件数合計 
下段：4月1日～12月31日までの相談件数 

3,451 
2,414 

過去１０年間の相談件数推移 

3,349 
2,412 

3,989 
2,751 

5,043 
3,536 

5,702 
3,988 

5,767 
4,157 

6,272 
4,507 

5,548 
4,153 5,289 

3,742 5,116 
3,703 

3,337 



１．「保安関係」が最も多く、次いで 「その他」が多い。 

２．料金の透明化・取引の適正化に関連する「ＬＰガス価格」、 

  「販売店の移動」、「設備関係」が大幅に減少している。 

３，３３７ 

３，７０３ 

△216 

△23 

46 
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    ３．相談内容の前年同期比較 

△224 
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減少が著しいのは、「(10)他業者からの勧誘」と、「(3)地域に
おける平均料金」である。 
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    ４．相談内容の詳細比較 

① ＬＰガスの価格について H26 H27 前年比 

(1) 料金制度、基本料金及び従量料金、料金表について 235 187 △48 

(2) 他販売店との料金比較について 77 70 △7 

(3) 地域における平均料金について 271 173 △98 

(4) 都市ガス、電力との料金比較について 44 32 △12 

(5) 料金の改定について 41 12 △29 

(6) 未使用期間における基本料金について 19 27 8 

(7) 安全機器の設置費用等について 13 4 △9 

(8) 請求、支払い、滞納、契約について 172 158 △14 

(9) その他 68 53 △15 

小  計 940 716 △224 
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② 販売店の移動について H26 H27 前年
比 

(10) 他業者(都市ガス、電化、その他を含む)からの勧誘
について(費用負担・撤去・所有を除く) 

636 488 △148 

(11) 他業者(都市ガス、電化、その他を含む)に変える際
の手順・注意点について(費用負担・撤去・所有を除
く) 

93 79 △14 
 

(12) その他 118 64 △54 

小  計 847 631 △216 

③ 設備関係について H26 H27 前年比 

(13) 供給設備・消費設備の費用負担(移動含)について 74 51 △23 

(14) 供給設備・消費設備の撤去・費用関係について 114 111 △3 

(15) 供給設備・消費設備の所有について 
（14条書面・契約書含む） 

21 19 △2 
 

(16) その他 54 59 5 

小  計 263 240 △23 



相談件数の多い地域は、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県の順であり、
首都圏で全体の約４割を占めている。 
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     ５．地域別の相談件数 平成２７年度（第３四半期まで） 



     ６．地域別の相談内容 平成２７年度（第３四半期まで） 

料金の透明化・取引の適正化に関連する相談件数が多い地域は、 

神奈川県と埼玉県となっている。 
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⑤その他 

④保安関係 

③設備関係 

②販売店の移動 

①LPガスの価格 
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